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[要旨 400 語(日本語)挿入] 

 
1. イントロダクション 

本稿では、いわゆる交渉問題の協力解の性能比較を公理主義的に分析する、公理

的交渉ゲームの理論(axiomatic bargaining theory)における 近の成果の一部について眺

望する。交渉問題の協力解を特徴付ける公理体系として、いわゆるジョン・ナッシュの公

理体系(Nash (1950))は、交渉問題における交渉当事者間のもっともらしい協力的行動のプ

ロセスなり性質を記述するものであると解釈される。そのような解釈を前提にする場合、

公理主義的な分析によって明らかにされた交渉解の特徴とは、もっともらしい協力的交渉

プロセスの結果として予想されうる交渉妥結点の特徴を明らかにするものと解釈されよう。

他方、第 3 者的交渉調停者の立場から見た推薦に値する望ましい交渉妥結点とはいかにあ

るべきかという、より規範的な観点からの諸基準として公理体系を呈示する事も可能であ

る。そのような解釈を許容するような公理体系によって特徴付けられた交渉解は、調停者

の観点からの規範的提唱として解釈される事になる。 
しかしいずれにせよ、そのような公理体系は、いわゆる分配的正義の諸基準とは

別物と考えられてきた。なぜならば、交渉問題とは、それが協力的行動のプロセスと解釈

される場合であっても、互いに相異なる利益追求を目的とする個々人が、協力的に交渉す

る事によって、互いの目的とする利益の相互促進と調整の為の場として考えられており、

交渉解とはそうしたプロセスの一つの到達点として考えられるからである。他方、分配的

正義の問題は、利益の相互促進や調整の観点とは相対的に独立に、分配的プロセスや結果

に関する不偏性や公正性が問われる問題であって、固有の規範的価値基準の体系を構築す

る事が問われる。このように、交渉問題と分配的正義の問題とは、形式的にはいずれも一

つの社会的選択問題として定式化されるという点で類似の形式的性質を持つように見える

が、その意味・解釈が大きく違うのである。実際、ジョン･ロールズ(Rawls (1971))は、公

理的交渉理論における協力解は正義論の解としては不適切である事を強調していたし、ま

た、ジョン・ローマー(Roemer (1986; 1994; 1996))は、公理的交渉理論と分配的正義の理論

のミス・マリッジについて指摘していた。 
にも関わらず、我々は以下の本節に置いて、交渉問題の伝統的な３つの協力解が

分配的正義の諸基準を反映する公理体系を用いて、その公理的特徴づけが可能である事を
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示す。本稿で取り上げられる分配的正義の諸基準とは、対称性、連帯性、そしてロナルド・

ドゥウォーキン(Dworkin (1981a))によって提唱された｢責任と補償の原理｣である。考察さ

れる伝統的な協力的交渉解とは、ナッシュ交渉解、カライ=スモロディンスキー交渉解、そ

して平等主義解の 3 つである。我々は、これら３つの解を上記のような分配的正義の諸基

準の観点から公理主義的に性能比較する作業を、以下の３つの交渉問題のクラスを考えて、

それぞれ行っていく。 初の交渉問題のクラスとは、通常の標準的な凸かつ閉包括的な効

用可能性集合として定式化されるような凸交渉問題を要素とする。引き続き、第二の交渉

問題のクラスとして、我々は閉包括的であるものの、一般に非凸な交渉問題からなるクラ

スを考える。 後に、効用可能性集合の背後にある経済環境のクラスを考える。 初の二

つのタイプの交渉問題のクラスを対象にするときには、交渉解は任意の効用可能集合上の

実行可能効用配分を選択する写像として定式化される一方で、 後のタイプでは、交渉解

は各経済環境ごとに実行可能な経済的資源配分を指定する資源配分ルールとして定式化さ

れる。それによって、 初の二つのタイプのクラスの下では、厚生主義的な分配的正義の

観点から交渉解の性能が評価されよう。他方、第三のタイプのクラスの下では、非厚生主

義的な分配的正義の観点からの交渉解の性能評価が可能になるのである。 
以下では、第 2 節で、標準的な交渉ゲームのモデルが定義される。第 3 節では、

凸交渉問題のクラスの中での、上記 3 つの交渉解の性能比較を、連帯性の基準を体現する

公理体系を用いて、分析する。第 4 節では前節と同様の規範的観点から非凸交渉問題のク

ラスの中で、交渉解の性能比較を行う。第 5 節では、経済環境下での資源配分ルールとし

ての交渉解の性能比較を、責任と補償の原理を体現する公理体系を用いて、分析する。

後に第 6 節で、全体のまとめを行う。 
 
2. 標準的交渉問題のモデル 
    プレーヤーの集合を { }1,2, ,N n= … とする。但し、 2n ≥ である。以下、 +R を非負

の実数値の集合、 n
+R を n次元非負実数値ベクトルの集合とする。集合 N の個人からなる社

会にm種類の純粋私的財――財の種類の集合をM で表す――が存在し、その純粋私的財が

当該社会に全体として
m
++Ω∈R だけ賦存するとしよう。このΩの純粋私的財が集合 N の個

人たちによって適当に配分され、かつ消費される経済社会を考える。各個人に共通の消費

可能空間は
m
+R であり、また、各個人 i N∈ の消費可能空間

m
+R における選好は、効用関数

: m
iu + →R Rで表現されうると仮定する。この効用関数は

m
+R で連続、単調増加、かつ凹な

実数値関数であるとする。さらに、 ( )0 0iu = としよう。そのような効用関数のクラスを
)(mU

で表す事にしよう。 
一 つ の 純 粋 交 換 経 済 (pure exchange economy) と は 、 一 つ の リ ス ト
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( ); ; ; ;m
i i Ne N M u+ ∈

≡ ΩR の事である。但し、 ( ) ( )( )nm
i i Nu

∈
∈ U である。純粋交換経済の構造

にさらに、社会全体として利用可能な生産技術を生産可能性集合
mY ⊆ R として与えられて

いるとする。集合Y は閉かつ、 ( ) mY ++Ω ∩ ≠∅R はコンパクトであると仮定する。一つの

生産経済(production economy)とは、一つのリスト ( ); ; ; ; ;m
i i Ne N M u Y+ ∈

= ΩR の事である。 

以下の議論は、すべて生産経済を前提に行うが、純粋交換経済についても全て同

様に定義できる。生産経済 ( ); ; ; ; ;m
i i Ne N M u Y+ ∈

= ΩR において、ある資源配分 ( ), yx 、但

し ( ) mn
i i N
x +∈

= ∈x R かつ y Y∈ 、が実行可能配分 (feasible allocation)であるのは、

ii N
x y

∈
≤ +Ω∑ という性質が満たされるときである。生産経済 ( ); ; ; ; ;m

i i Ne N M u Y+ ∈
= ΩR

における実行可能配分の集合を、一般に ( )A e で表す事にしよう。 

一つの生産経済 ( ); ; ; ; ;m
i i Ne N M u Y+ ∈

= ΩR が定まると、その経済での実行可能配

分の集合 ( )A e が確定する。今、この経済環境の下での何らかの実行可能配分の実行を通じ

て人々が享受出来る効用水準のリスト ( )i i Nu
∈

=u について考えよう。 

 

定義 1： ある生産経済 ( ); ; ; ; ;m
i i Ne N M u Y+ ∈

= ΩR において、ある効用水準のリスト

( )i i Nu
∈

=u が実行可能な効用配分(feasible utility allocation)であるのは、ある実行可能配

分 ( )A e∈x が存在して以下の性質が成り立つとき、そのときのみである： 

( )i i iu x u= , i N∀ ∈ . 

 

生産経済 ( ); ; ; ; ;m
i i Ne N M u Y+ ∈

= ΩR における実行可能な効用配分の集合を ( )S e で表し、そ

れを効用可能性集合(utility possibility set)と呼ぶ事にしよう。また、以下のような性質を
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満たす実行可能な効用配分の集合を特に、効用可能性集合の上境界(upper-boundary of 

utility possibility set)と呼ぶ事にし、それを ( )S e∂ で表す事にしよう： 

( ) ( )i i N
u S e

∈
= ∈u  & ( )' S e¬∃ ∈u  s.t. 'u u .1 

 

今、一つの生産経済 ( ); ; ; ; ;m
i i Ne N M u Y+ ∈

= ΩR におけるパレート効率的配分

(Pareto efficient allocation)の集合を ( )P e で表す。一つのパレート効率的配分に対応する

実行可能な効用配分を、効率的効用配分(efficient utility allocation)と呼ぶ。ここで全ての

個人の効用関数が
m
++R 上で強単調であるならば、集合 ( )S e∂ はこの生産経済における効率

的効用配分の集合に等しい。効用関数の仮定より、効用可能性集合 ( )S e は、包括的

(comprehensive)で、原点0 ∈ n
+R を含むコンパクト集合となる。ここで、集合 nS +⊆ R が包

括的であるとは、 

,   s.t. nS S+
 ′ ′ ′∀ ∈ ∃ ∈ ≤ ⇒ ∈ u u R u u u  

が成立する事を意味する。 
 今、上記のような条件を満たすあらゆる可能な生産経済の集合をΕで表す。対応

するあらゆる可能な効用可能性集合のクラスは { }nS e+Σ ≡ ⊆ ∃ ∈R Ε によって定義される。こ

こで n人交渉問題( n -person bargaining problem)とは、クラスΣに属する一つの効用可能

性集合 S∈Σの事に他ならない。一つの交渉問題 S∈Σが凸集合である場合、それを特に凸

交渉問題(convex bargaining problem)と呼ぶ事にする。ここでは全ての個人の効用関数は

凹関数であったので、一般に交渉問題 Sが凸である場合、その背景にある経済環境とは、純

粋交換経済であるか、もしくは生産可能性集合が凸であるような生産経済である。交渉問

題のクラスΣの部分集合であって、その要素が凸交渉問題のみからなる集合を、凸交渉問題

のクラスと呼び、 coΣ で表す事にする。 

一般に一つの交渉解(a bargaining solution)は一つの写像 : nF +Σ→→R として定

義され、これは任意の交渉問題 S∈Σに対して、 Sの非空部分集合 ( )F S S⊆ を割り当てる

ものである。ここで写像 F は一般に、多価写像でありうる。写像 F が特に、一価写像にな

る場合、我々は ( )F S でもって singleton 集合を構成する要素そのものを表す、すなわち

( )F S S∈ であるものとして、記号を以下、使う事にする。通常、我々は交渉解を凸交渉問

                                                  
1 ここで、論理記号“¬”は“否定”を意味する。 
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題のクラス coΣ を定義域とする一価写像 : n
coF +Σ →R としてのみ定義するケースが多い。し

かしここでは、一般に非凸交渉問題を含んだ形で、交渉問題のクラスを定義しているので、

対応して、交渉解もこのより広い定義域上で定式化しておくことにする。 
以下の議論でしばしば用いられる記号をここで定義しておく。任意の交渉問題

S∈Σに関して、及び各個人 i N∈ に関して、 ( ) { }maxi
im S u S+≡ ∈ ∈R u とする。同様にし

て、任意の交渉問題 S∈Σに関して、 ( ) ( )( )i
i N

S m S
∈

≡m とする。 

個人の名前の置き換えは置換(permutation)関数 :N Nπ → で表現される。あらゆ

る可能な置換のクラスを NΠ で表す。表記の簡単化のため、以下、任意の効用配分 n
+∈u R に

対 し て 、 ( ) ( )( )i i N
uππ

∈
≡u と す る 。 同 様 に 、 任 意 の 交 渉 問 題 S∈Σ に 対 し て 、

( ) ( ){ }:nS Sπ π+′ ′≡ ∈ ∃ ∈ =u R u u u とする。 

 
定義 2： ある交渉問題 S∈Σが対称的(symmetric)であるとは、あらゆる配置関数π ∈Πに

対して、 ( )S Sπ= であるとき、そのときのみである。 

 
 任意の交渉問題 S∈Σ、及び任意の交渉解 Fに関して、及び各個人 i N∈ に関して、 

( ) ( ){ }( ) : ,i i i iF S u F S u+ −≡ ∈ ∃ ∈ =R u u u とする。また、解 Fが特に一価写像である場合には、

( )iF S は実行可能効用配分 ( )F S の第 i成分を表すものとして使用する。 

 任意の n次元正実数値ベクトル ( ) n
i i Na ++∈

= ∈a R に関して、及び任意の効用配分

n
+∈u R に関して、 ( )i i i Na u

∈
⋅ ≡a u であるとする。また、任意の交渉問題 S∈Σに関して、 

{ }:nS S+′ ′⋅ ≡ ∈ ∃ ∈ = ⋅a u R u u a u とする。 

 
3. 凸交渉問題のクラス上での交渉解の公理的特徴：連帯性の観点から 

この節では、凸交渉問題のクラスに限定して、議論を進めよう。凸交渉問題のク

ラス上で定義される交渉解として、以下では一価写像として表現されるタイプの解のみを

考察する。そのような解の代表例として以下の三つが存在する。 
 
ナ ッ シ ュ 解  (Nash solution) NAF  [Nash (1950)] : 任 意 の coS∈Σ に 対 し て 、

( ) arg maxNA
S ii NF S u∈ ∈= ∏u . 
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カライ = スモロディンスキー解  (Kalai-Smorodinsky solution) KSF  [Kalai and 

Smorodinsky (1975)] : 任意の coS∈Σ に対して、 ( )KSF S S∈ は以下の性質を持つ:  

(i) ' S¬∃ ∈u  s.t. ( )' KSF Su ; (ii) ある実数 ( ]0,1γ ∈ が存在して、 ( ) ( )KSF S Sγ= ⋅m . 

 
平等主義解  (Egalitarian solution) EF  [Kalai (1977)] : 任意の coS∈Σ に対して、

( )EF S S∈ は以下の性質を持つ:  

(i) ' S¬∃ ∈u  s.t. ( )' EF Su ; (ii) 任意の ,i j N∈ に関して、 ( ) ( )E E
i jF S F S= . 

 
これらの交渉解についてはたいへん良く知られているので、ここではその基本的含意にち

ての説明は繰り返さない。 
 以上の解を特徴付ける条件として、従来は以下のような公理体系を考えてきた。 
 
パレート 適性(Pareto Optimality) (PO): 任意の coS∈Σ に対して、もし ( )' F S>u ならば、

S′∉u となるべきである。 
 
弱パレート 適性 (Weak Pareto Optimality) (WPO): 任意の coS∈Σ に対して、もし

( )F S′u ならば、 S′∉u となるべきである。 

 
対称性(Symmetry) (Sy): 任意の coS∈Σ に対して、もし Sが対称的である場合、任意の

,i j N∈ に関して、 ( ) ( )i jF S F S= となるべきである。 

 
効用単位変換に関する不変性(Scale Invariance) (S.INV): 任意の , coS S′∈Σ に対して、もし

ある n次元正実数値ベクトル ( ) n
i i Na ++∈

= ∈a R が存在して S S′⋅ =a となるならば、そのとき

( ) ( )F S F S′⋅ =a となるべきである。 

 
ナッシュ独立性 (Nash Independence) (NI): 任意の , coS S′∈Σ に対して、 S S′⊆ かつ

( )F S S′ ∈ ならば、 ( ) ( )F S F S′= となるべきである。 

 
単調性(Monotonicity) (MON): 任意の , coS S′∈Σ に対して、S S′⊆ ならば、 ( ) ( )F S F S′≤ と

なるべきである。 
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個人単調性(Individual Monotonicity) (IMON): 任意の , coS S′∈Σ 及び任意の個人 i N∈ に対

して、もし S S′⊆ であり、かつ個人 iを除く任意の j N∈ に関して ( ) ( )j jm S m S′= ならば、

( ) ( )i iF S F S′≤ となるべきである。 

 
制約付き単調性(Restricted Monotonicity) (RMON): 任意の , coS S′∈Σ に対して、 S S′⊆ か

つ ( ) ( )S S′=m m ならば、 ( ) ( )F S F S′≤ となるべきである。 

 
これらの公理体系については、すでにたいへん良く知られているて、既存のゲーム理論の

文献上で解説されている2ので、ここではその基本的含意についての説明は繰り返さない。 
 以上の公理体系を用いた上記３つの交渉解の公理的特徴づけとして、以下のよう

な基本結果が存在する: 
 

命題 1 [Nash (1950)]: ナッシュ解 NAF はパレート 適性, 対称性, 効用単位変換に関する

不変性, 及びナッシュ独立性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 
命題 2 [Kalai and Smorodinsky (1975)]: 今、 2n = としよう。このとき、カライ=スモロデ

ィンスキー解 KSF はパレート 適性, 対称性, 効用単位変換に関する不変性, 及び個人単調

性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 

命題 3 [Thomson (1980)]: 今、 2n ≥ としよう。このとき、カライ=スモロディンスキー解 KSF
は弱パレート 適性, 対称性, 効用単位変換に関する不変性, 及び制約付き単調性の全てを

同時に満たす唯一の交渉解である。 
 

命題 3 [Kalai (1977)]: 平等主義解 EF は弱パレート 適性, 対称性, 及び単調性の全てを同

時に満たす唯一の交渉解である。 
 
 上記の 3 つの解の公理的特徴づけでは、それぞれの 3 つの解が互いにいかなる性

質に関して違いがあるのか今ひとつ、不明である。他方、以下ではある一つの規範的基準

を導入し、3 つの解をその規範的基準に基づく統一的観点から比較考証できるような公理的

特徴づけを与える事にしよう。ここで考える規範的基準とは、いわゆる連帯性(Solidarilty)
の原理と言われるものである。連帯性の原理とは、交渉問題の論脈では以下のような含意

を持つ。すなわち、いま何らかの経済環境の変化の結果、人々が直面する交渉問題が Sから

S′に変化したとしよう。その結果として、交渉の結果として獲得される各個々人の効用水

                                                  
2 例えば、Thomson (1994) 等を参照せよ。 
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準はすべて同じ方向に変化しなければならない。すなわち ( )F S から ( )F S′ への変化によっ

て、ある個人の獲得する効用水準は改善される一方、他の個人の獲得する効用水準は改悪

されるというような事があってはならない。なぜならば、そうした事態は社会の中での何

らかの分裂を引き起こすであろうから。社会的連帯を維持する為には、交渉問題の変化の

影響を、それがプラスの影響であれマイナスの影響であれ、全員が同様に引き受けるべき

である。 
このような意味での連帯性を定式化した公理は、いわゆる衡平な経済的資源配分

問題の論脈では実り多い研究が為されてきている。3他方、標準的交渉問題の論脈では、連

帯性のアイディアに明示的に基づく、交渉解のシステマティクな研究として、Xu and 
Yoshihara (2007)を挙げることが出来る。以下では、Xu and Yoshihara (2007)に依拠して、

連帯性のアイディアに基づく公理体系を導入し、それらを使った 3 つの解の特徴づけにつ

いて言及したい。 
連帯性の原理を体現する公理系として、Xu and Yoshihara (2007)は以下のように

定式化した: 
 
連帯性(Solidarity) (SOL): 任意の , coS S′∈Σ に対して、 ( ) ( )F S F S′ 、 ( ) ( )F S F S′ 、も

しくは ( ) ( )F S F S′= のうちのいずれかとなるべきである。 

 
制約付き連帯性(Restricted Solidarity) (RSOL): 任意の , coS S′∈Σ に対して、 ( ) ( )S S′=m m
ならば、 ( ) ( )F S F S′ 、 ( ) ( )F S F S′ 、もしくは ( ) ( )F S F S′= のうちのいずれかとなる

べきである。 
 
弱連帯性(Weak Solidarity) (WSOL): 任意の , coS S′∈Σ に対して、 ( ) ( )F S F S′≤ 、もしくは

( ) ( )F S F S′≥ となるべきである。 

 
上記３つの公理のうち、連帯性は連帯性原理を表現するもっとも一般的な定式である。こ

の公理が意味する事は、交渉問題の変化の結果として誰かが得をしたら全員も得をする、 
損をしたら全員も損をする、同じ効用水準であれば全員もそうなるべきであるというもの

である。制約付き連帯性は、交渉問題の変化がある一定の制約を満たすような形での変化

であるときに、連帯性の要請を課すものである。この｢一定の制約｣とは、それぞれの個人

にとっての与えられた交渉問題の中での 善な効用水準の値に関しては不変なままである

というものである。他方、弱連帯性は交渉問題の変化の結果として誰かが得をしたときに、

他の誰かが損をしているという事態を排除する事を要請するものである。明らかに、連帯

性は制約付き連帯性も弱連帯性もいずれも、それぞれ含意する。 
 以上の３つの連帯性公理と同様の精神を受け継ぎながらも、そのより弱い要請を

                                                  
3 例えば、Fleurbaey and Maniquet (1999) などがその一例である。 
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課すに過ぎない公理として、単調性、制約つき単調性を位置付ける事ができる。また、連

帯性の原理を表す弱い要請の一つと位置づける事が可能な公理として、Xu and Yoshihara 
(2007) は以下のものを提唱した: 
 
縮小独立性 (Contraction Independence) (CI): 任意の , coS S′∈Σ に対して、 S S′⊆ かつ

( )F S S′ ∈ が Sの下での効率的効用配分ならば、 ( ) ( )F S F S′= となるべきである。 

 
制約付き縮小独立性(Restricted Contraction Independence) (RCI): 任意の , coS S′∈Σ に対

して、 ( ) ( )S S′=m m 、 S S′⊆ かつ ( )F S S′ ∈ が S の下での効率的効用配分ならば、

( ) ( )F S F S′= となるべきである。 

 
拡張独立性 (Expansion Independence) (EI): 任意の , coS S′∈Σ に対して、 S S′⊆ かつ

( )F S S′∈ が S′の下での効率的効用配分ならば、 ( ) ( )F S F S′= となるべきである。 

 
制約付き拡張独立性(Restricted Expansion Independence) (REI): 任意の , coS S′∈Σ に対し

て、 ( ) ( )S S′=m m 、 S S′⊆ かつ ( )F S S′∈ が S′ の下での効率的効用配分ならば、

( ) ( )F S F S′= となるべきである。 

 
縮小独立性はナッシュ独立性よりも弱い公理である。制約付き縮小独立性は縮小独立性よ

りも弱い公理である。同様に、制約付き拡張独立性は拡張独立性よりも弱い公理である。 
縮小独立性もまた、連帯性の原理を表す弱い公理の一つと位置づける事が可能で

ある。それは、弱パレート 適性を満たす交渉解を前提にすれば明瞭になる。今、交渉問

題が S′から Sへと縮小的に変化したとしよう。しかしながらその縮小的変化はそれほど大

きなものではなく、その結果、 S′の下での交渉帰結 ( )F S′ は依然として縮小した Sの下で

も効率的効用配分として実行可能であるとしよう。 ( )F S′ が Sの下で効率的であるという事

は、Sの下で全員の効用が ( )F S′ よりも改善されるような効用配分は実行不可能であること

を意味する。よって、連帯性の原理に基づけば、 ( ) ( )F S F S′ となるかもしくは

( ) ( )F S F S′= となるべき、という事になろう。しかし今、 Fは弱パレート 適性を満たす

交渉解であるから、連帯性の原理は ( ) ( )F S F S′= となるべき事を要請すると考える事がで

きる。これが縮小独立性の含意である。制約付き縮小独立性の含意についても同様に解釈

する事が可能である。 
同様に、拡張独立性もまた、連帯性の原理を表す弱い公理の一つと位置づける事

が可能である。これも、弱パレート 適性を満たす交渉解を前提にすれば明瞭になる。今、

交渉問題が Sから S′へと拡張的に変化したとしよう。しかしながらその拡張的変化はそれ

ほど大きなものではなく、その結果、Sの下での交渉帰結 ( )F S は依然として拡張した S′の
下でも効率的効用配分として実行可能であるとしよう。 ( )F S が S′の下で効率的であるとい
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う事は、S′の下で全員の効用が ( )F S よりも改善されるような効用配分は実行不可能である

ことを意味する。よって、連帯性の原理に基づけば、 ( ) ( )F S F S′ となるかもしくは

( ) ( )F S F S′= となるべき、という事になろう。しかし今、 Fは弱パレート 適性を満たす

交渉解であるから、連帯性の原理は ( ) ( )F S F S′= となるべき事を要請すると考える事がで

きる。これが拡張独立性の含意である。制約付き拡張独立性の含意についても同様に解釈

する事が可能である。 
以上の議論より、公理間の以下の論理的関係が成立する事を確認できる: 

 
命題 4 [Xu and Yoshihara (2007)]: 以下の論理関係が成立する: 
(i) 連帯性&弱パレート 適性⇒縮小独立性⇒制約付き縮小独立性;  
(ii) 制約付き連帯性&弱パレート 適性⇒制約付き縮小独立性; 
(iii) 弱連帯性&弱パレート 適性⇒縮小独立性⇒制約付き縮小独立性; 
(iv) 連帯性&弱パレート 適性⇒拡張独立性⇒制約付き拡張独立性; 
(v) 制約付き連帯性&弱パレート 適性⇒制約付き拡張独立性; 
(vi) 弱連帯性&弱パレート 適性⇒拡張独立性⇒制約付き拡張独立性. 
 
命題 4 の証明は容易であるので、読者のエクソサイスに委ねる。 
 以上の公理体系の導入によって、Xu and Yoshihara (2007)は 3 つの交渉解に関す

る以下のような新たな公理的特徴づけを与える事に成功した:4 
 

定理1 [Xu and Yoshihara (2007)]: ナッシュ解 NAF はパレート 適性, 対称性, 効用単位変

換に関する不変性, 及び縮小独立性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 

定理 2 [Xu and Yoshihara (2007)]: 平等主義解 EF は弱パレート 適性, 対称性, 縮小独立

性, 及び拡張独立性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 
定理 3 [Xu and Yoshihara (2007)]: 今、 2n ≥ としよう。このとき、カライ=スモロディン

スキー解 KSF は弱パレート 適性, 対称性, 効用単位変換に関する不変性, 制約付き縮小独

立性, 及び制約付き拡張独立性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 
定理 4 [Xu and Yoshihara (2007)]: 今、 2n = としよう。このとき、カライ=スモロディン

スキー解 KSF は弱パレート 適性, 対称性, 効用単位変換に関する不変性, 及び制約付き拡

張独立性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 

                                                  
4 以下の 4 つの公理的特徴づけのいずれに関しても、諸公理の相互独立性 (independence of axioms) を確認する事がで

きる。詳細は Xu and Yoshihara (2007)を参照せよ。 



 11

定理 1 の証明は、基本的に標準的なナッシュの証明方法をそのまま踏襲すればよい。他方、

定理 2 の証明に関しては、新たな証明方法の開発が要請される。証明 3 と証明 4 に関して

は、効用単位変換に関する不変性の前提の下で、基本的に証明 2 の方法を踏襲していけば

よい。以上より、以下では、定理 2 の証明のスケッチを、 2n = のケースに限定して幾何的

に与える事にしたい。 
 

定理 2 の証明のスケッチ: まず、平等主義解 EF が弱パレート 適性, 対称性, 縮小独立性, 
及び拡張独立性の全てを満たす事については、容易に確認できる。したがって、以下では

弱パレート 適性, 対称性, 縮小独立性, 及び拡張独立性の全てを満たす任意の交渉解 F

が平等主義解 EF に一致する事を証明する。背理法の仮定として、 EF F≠ と仮定しよう。

その結果、以下の図 1 で示されているように、ある交渉問題が与えられたとき、その問題

の下で交渉解 Fは図 1 のように、非平等主義的効用配分を指定している状況が存在する。 
 

 

図 1 
 

 次に、図 2 で示されているように、 初の交渉問題 coA∈Σ の部分集合となるよう

な別の交渉問題 coB∈Σ を考える。この新しい交渉問題は 初の交渉問題の解 ( )F A の包括

包(comprehensive hull)として定義される。すなわち、点 ( )F A にベクトル不等号≤に関し

て、点 ( )F A に優越されるような全ての非負 2 次元実数値ベクトルからなる集合として、交

渉問題 Bが与えられている。図 2 より明らかに、効用配分 ( )F A は、交渉問題 Bの下での唯

一の効率的効用配分となっている。よって、縮小独立性の公理より、 ( ) ( )F B F A= となら

( )F A=x

a

A45°

•

•
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なければならない。 

 

図 2 
 

 次に図 3 で示されているように、交渉問題 Bの個人 1 と個人 2 の位置の置換をす

る事によって、新たな交渉問題 ( ) coBπ ∈Σ を考える事ができる。 

 

図 3 

a

A45°

•

•
B

( )Bπ•

( ) ( )F BF A= =x by CI

( ) ( )F BF A= =x

a

A45°

•

•

by CI

B
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さらに交渉問題 Bと交渉問題 ( )Bπ の和 ( )B Bπ∪ を取り、その凸包として定義される新た

な交渉問題 coC∈Σ を、図 4 のように構築する事ができる。 

 

 

図 4 
 図 4 より明らかなように、新たな交渉問題C は対称的である。よって、対称性の

公理より、 ( )F C は平等主義的効用配分でなければならない。つまり点 ( )F C は、図の 45
度上に位置しないといけない。他方、図 4 で示されているように、効用配分 ( )F B は交渉問

題C 上で効率的効用配分となっている。交渉問題 Bは交渉問題C の部分集合であるから、

拡張独立性より、結局、 ( ) ( )F C F B= となる。これは対称性の公理に反するので、矛盾で

ある。かくして、 EF F= でならなければならない事が確認できるのである。      
 
 以上の 4 定理のうち、定理２と定理 3 からぞれぞれ、さらに以下のような系を導

く事ができる: 
 

系 1 [Xu and Yoshihara (2007)]: 平等主義解 EF は弱パレート 適性, 対称性, 及び連帯性

の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 
系 2 [Xu and Yoshihara (2007)]: 今、 2n ≥ としよう。このとき、カライ=スモロディンス

キー解 KSF は弱パレート 適性, 対称性, 効用単位変換に関する不変性, 及び制約付き連帯

性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 

( ) ( )F BF A= =x

a

A45°

•

•
B

( )Bπ•

by CI
by EI( )F C=

•
the efficient and 
symmetric point in C 

( )C con B Bπ= ∪  
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 以上の 4 定理及び２つの系によって、良く知られた３つの交渉解の特徴に関して、

新たに以下の事が明らかになった。第一に、3 つの交渉解いずれも何らかの程度で、連帯性

の原理を満たしている。特に、ナッシュ解であっても、縮小独立性を満たすという意味で

ある程度の連帯性の精神を反映する解であると見なす事ができる。しかしながら、もっと

も強い連帯性の公理を満たす解は平等主義解だけであるという意味で、3 つの解の中でも平

等主義解が、連帯性の原理に基づく限り、もっとも望ましい交渉解であると判断すること

も可能であろう。第二に、ナッシュ解と平等主義解との違いが明確にされた。両者の違い

は効用単位変換に関する不変性と拡張独立性との代替関係として考える事ができる。すな

わち、ナッシュ解は効用単位変換に関する不変性を満たすものの拡張独立性は満たさない

のに対し、平等主義解はちょうどその正反対の性質を持っている。そして、カライ=スモロ

ディンスキー解は、効用単位変換に関する不変性を満たしつつ、制約された形態での縮小

及び拡張独立性のみを満たしているという点で、ナッシュ解と平等主義解との適当な妥協

主義的産物として位置づける事が可能かもしれない。 
 
4. 非凸交渉問題のクラス上での交渉解の公理的特徴 

この節では、非凸交渉問題を含むより一般的な交渉問題のクラスに拡張して、議

論を進めよう。非凸交渉問題を含むより一般的な交渉問題のクラスにおいては、前節で議

論した 3 つの交渉解のうち、平等主義解とカライ=スモロディンスキー解に関しては、凸交

渉問題のクラスからより一般的な交渉問題のクラスへの拡張は自然に定式化できる。すな

わち、単に写像 EF 及び KSF の定義域を coΣ からΣに拡張させるだけであり、それ以外に変

更すべき箇所はない。他方、ナッシュ解に関してはその凸交渉問題のクラスからの拡張の

仕方は必ずしも自明ではない。実際、これまでナッシュ解の非凸交渉問題を含むクラスへ

の拡張に関しては、様々な提唱が為されてきた。5 その中で、以下ではもっとも自然な拡張

として解釈可能な Kaneko (1980)タイプのナッシュ解について議論する事にしたい。それは

以下のように定義される: 
 

ナ ッ シ ュ 解  (Nash solution) NAF  [Kaneko (1980)] : 任 意 の S∈Σ に 対 し て 、

( ) { }:NA
i ii N i NF S S S u u∈ ∈′ ′= ∈ ∀ ∈ ≥∏ ∏u u . 

 
非凸交渉問題を含むより一般的な交渉問題のクラスにおけるナッシュ解、平等主

義解、及びカライ=スモロディンスキー解以上３つの解に関する公理的特徴づけを行った包

括的な 新文献として、Xu and Yoshihara (2006)を挙げることが出来る。以下では Xu and 
Yoshihara (2006)に依拠して、議論を進めることにする。 

                                                  
5 例えば、Kaneko (1980), Herrelo (1989), Conley and Wilkie (1996)などが主な例である。 
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非凸交渉問題を含むより一般的な交渉問題のクラスにおける公理体系として、Xu 
and Yoshihara (2006)は以下のような公理体系を提唱した。 
 
パレート 適性(Pareto Optimality) (PO): 任意の S∈Σに対して、及び任意の ( )F S∈u に

対して、もし任意の n
+′∈u R に関して ′ ≥u uかつ ′ ≠u uならば、 S′∉u となるべきである。 

 
弱パレート 適性(Weak Pareto Optimality) (WPO): 任意の S∈Σに対して、及び任意の

( )F S∈u に対して、もし任意の n
+′∈u R に関して ′u uならば、 S′∉u となるべきである。 

 
対称性(Symmetry) (Sy): 任意の S∈Σに対して、もし Sが対称的である場合、 

( ) ( ) ( )F S F Sπ∈ ⇒ ∈u u  ( )Nπ∀ ∈Π . 

 
強対称性(Strong Symmetry) (SS): 任意の S∈Σに対して、もし Sが対称的である場合、 

( ) i jF S u u∈ ⇒ =u  ( ),i j N∀ ∈ . 

 
効用単位変換に関する不変性(Scale Invariance) (S.INV): 任意の ,S S′∈Σに対して、もしあ

る n次元正実数値ベクトル ( ) n
i i Na ++∈

= ∈a R が存在して S S′⋅ =a となるならば、 

( ) ( ){ }F S S F S′ ′= ⋅ ∈ ∈a u u . 

 
縮小独立性 (Contraction Independence) (CI): 6  任意の ,S S′∈Σ に対して、 S S′⊆ , 
( )F S S′ ∩ ≠ ∅ , 及び任意の ( )F S S′∈ ∩u が S の下での効率的効用配分ならば、

( ) ( )F S F S S′= ∩ となるべきである。 

 
制約された縮小独立性(Restricted Contraction Independence) (RCI):7 任意の ,S S′∈Σに

対して、 ( ) ( )S S′=m m , S S′⊆ , ( )F S S′ ∩ ≠ ∅ , 及び任意の ( )F S S′∈ ∩u が Sの下での効

率的効用配分ならば、 ( ) ( )F S F S S′= ∩ となるべきである。 

 
これらの公理の含意については、基本的に前節の凸交渉問題のクラスで定義した公理のそ

れぞれと同じである。しかしいくつか、指摘しておくべき事がある。第一に、非凸交渉問

                                                  
6 ここでのこの公理の定式は、Xu and Yoshihara (2006)での定式より弱い公理として与えられている。 
7 ここでのこの公理の定式は、Xu and Yoshihara (2006)での定式より弱い公理として与えられている。 
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題を含む一般的な交渉問題のクラスにおける効用単位変換に関する不変性の正当性につい

てである。この公理の正当性の理由として、通常はナッシュ自身が想定したような、非協

力ゲーム的設定の下での期待効用関数の前提が指摘される。その場合、交渉問題が非凸で

あるという状況と整合しないように思われる。しかし、この論文での設定のように、一般

に交渉問題を実行可能な資源配分の集合から導かれるものと解釈する場合には、交渉問題

が非凸であるという想定と効用単位変換に関する不変性とは必ずしも矛盾しない。我々は

人々の効用水準を期待効用値と仮定する必要はなく、しかしながら彼らの効用は基数的に

測定可能であると想定する事が可能である。他方、交渉問題の非凸性自体は、背景にある

生産経済において生産可能性集合が非凸であるようなケースであれば、人々の効用が基数

的に測定可能であっても、直ちに生じるであろう。 
第二に指摘しておくべき事は、非凸交渉問題を含む一般的な交渉問題のクラスに

おいては、二つのタイプの衡平性基準が考えられると言う点である。一つは、対称性であ

る。この公理は実質的には弱い意味での匿名性(Anonymity)基準の一定式化と言ってもよい。

通常の意味での匿名性基準とは、任意に与えられた一つの置換 Nπ ∈Π に関して、 ( )S Sπ′ =

のとき、 ( ) ( ) ( )F S F Sπ ′∈ ⇒ ∈u u となる事を要請するものであろうからだ。もう一つは、

対称性を強めた強対称性である。この公理は凸交渉問題のクラスにおける対称性公理の精

神を も良く体現していると言える。強対称性が含意するより強い性質は以下の点に表れ

る。すなわち、もし交渉解が弱パレート 適性と強対称性の両方を満たすような場合には、

この解は対称的な交渉問題のクラス上において一価写像になるという事である。かくして、

一般に対称的な交渉問題のクラス上において多価写像として表現されるような解であって、

弱パレート 適性を満たすような交渉解は、強対称性を満たさない。弱パレート 適性を

満たすような多価写像は潜在的に非常に多く存在するから、この事は非凸交渉問題を含む

一般的な交渉問題のクラスにおける効率性基準と衡平性基準の代替的関係の潜在を意味す

るのである。 
 以上の公理体系の導入によって、Xu and Yoshihara (2006)は 3 つの交渉解に関す

る以下のような公理的特徴づけを与えた: 
 

定理5 [Xu and Yoshihara (2006)]: ナッシュ解 NAF はパレート 適性, 対称性, 効用単位変

換に関する不変性, 及び縮小独立性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 

定理 6 [Xu and Yoshihara (2006)]: 平等主義解 EF は弱パレート 適性, 強対称性, 及び縮

小独立性の全てを同時に満たす唯一の交渉解である。 
 

定理 7 [Xu and Yoshihara (2006)]:カライ=スモロディンスキー解 KSF は弱パレート 適性, 
強対称性, 効用単位変換に関する不変性, 及び制約付き縮小独立性の全てを同時に満たす
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唯一の交渉解である。 
 
証明の詳細に関しては Xu and Yoshihara (2006)を参照の事。以下では、定理 5 の証明のス

ケッチを 2n = のケースに限定して幾何的に与える事にしたい。 
 

定理 5 の証明のスケッチ: まず、ナッシュ解 NAF がパレート 適性, 対称性, 縮小独立性, 
及び効用単位変換に関する不変性の全てを満たす事については、容易に確認できる。した

がって、以下ではパレート 適性, 対称性, 縮小独立性, 及び効用単位変換に関する不変性

の全てを満たす任意の交渉解 F がナッシュ解 NAF に一致する事を証明する。背理法の仮定

として、 NAF F≠ と仮定しよう。その結果、以下の図 5 で示されているように、ある交渉問

題が与えられたとき、その問題の下で交渉解 Fは図 5 のように、非ナッシュ 適効用配分

を指定している状況が存在する。 
[ここら辺に図 5 を挿入] 

つまり、 ( )F S∈u であるが、このとき別の効用配分 ' S∈u が存在して、 i i
i N i N
u u

∈ ∈
′ >∏ ∏ となる。

今、新しい交渉問題を二つの効用配分からなる集合{ }, ′u u の包括包(comprehensive hull)と
して定義する。すなわち、 { },S comp′ ′≡ u u である。交渉問題 S′は図 6 のように描かれる。 

[ここら辺に図 6 を挿入] 
すると交渉解 F がパレート 適性と縮小独立性を満たす事から、 { } ( )F S′=u 。ここで

i i
i N i N
u u

∈ ∈
′ >∏ ∏ である事から、適当な正のベクトル n

++∈ε R を取って、 ( )i i i
i N i N
u uε

∈ ∈
′+ =∏ ∏ とでき

る。今、 '' ≡ +u u εとおいて、さらに新たな交渉問題として { }'',S comp′′ ′≡ u u を定義する。

交渉問題 S′′は図 7 のように描かれる。 
[ここら辺に図 7 を挿入] 

正のベクトル n
++∈a R を適当に選ぶ事で、我々はある置換 0 Nπ ∈Π の下で、 ( )0 ''π′⋅ = ⋅a u a u

となるように出来る。ここで新たな交渉問題を { }* '',S comp ′≡ ⋅ ⋅a u a u として定義する。この

交渉問題 *S はその定義より、 2n = のケースでは対称的となり、図 8 のように描かれる。 
[ここら辺に図 8 を挿入] 

ここで交渉解 F がパレート 適性と対称性を満たす事から、 ( ) { }* '',F S ′= ⋅ ⋅a u a u となる。

すると効用単位変換に関する不変性より、図 9 のように ( ) { }'',F S′′ ′= u u となる。 
[ここら辺に図 9 を挿入] 

後に、縮小独立性より、図 10 のように ( ) { }F S′ ′= u となる。 
[ここら辺に図 10 を挿入] 
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ところで、{ } ( )F S′=u であったから、これは矛盾である。この結果、Fは少なくとも NAF

の部分解(subsolution)であることが確認された。 

類似の方法で、 ( ) ( )' \NAF S F S∈u が存在する可能性はない事についても証明でき

る。なぜならば、 Fは NAF の部分解であるから、 i ii N i Nu u∈ ∈
′′′=∏ ∏ となるような ( )'' F S∈u

が必ず存在するからである。後は、上記の図 7 以降のプロセスを繰り返せば、証明できる。

 

 
 これらの公理的特徴づけから、我々は以下の含意を導き出す事ができる。第一に、

凸交渉問題のクラスの範囲内では、ナッシュ解と平等主義解の本質的な性質の違いが連帯

性原理に関する性能の違いとして説明できた。しかし定理 5 と定理 6 より、非凸交渉問題

を含む一般的なクラスの下では、連帯性原理に関する両者の性能の違いは、本質的な違い

としては現れてこない。むしろ両者の本質的な性能の違いは、非凸交渉問題における効率

性と衡平性のトレード･オフ的性質に関係するものとして理解できる。すなわち、ナッシュ

解は強い意味でのパレート 適性を満たすが弱い意味での対称性公理しか満たさない。対

して、平等主義解は弱パレート 適性を満たすだけであるが、強対称性の公理をも満たす。 
 他方、カライ=スモロディンスキー解と平等主義解の本質的な性能の違いは、連帯

性原理と効用単位変換に関する不変性とのトレード・オフ的性質に関係するものとして理

解できる。すなわち定理 6 と定理 7 の比較より、カライ=スモロディンスキー解は効用単位

変換に関する不変性を満たすものの、より制約された連帯性原理を満たすのみである。他

方、平等主義解は効用単位変換に関する不変性を満たさないものの、より強い意味での連

帯性原理の性質を持つ事が確認できる。しかし、ナッシュ解との比較においては、カライ=
スモロディンスキー解と平等主義解のいずれも、弱パレート 適性を満たすだけであるが、

強対称性の公理をも満たすという点で、共通の性能を有していると言える。 
 後に、ナッシュ解とカライ=スモロディンスキー解との本質的な性能の違いは以

下のように整理できる。ナッシュ解が強い意味での効率性と連帯性の性質を有すものの弱

い意味での衡平性(対称性)しか有さないのに対し、カライ=スモロディンスキー解は弱い意

味での効率性と連帯性の性質しか有さないものの、強い意味での衡平性(強対称性)を有すこ

とが確認できる。 
以上、3 つの解の間のこうした性能格差の特徴は、非凸交渉問題を含むより広い問

題のクラスを定義域とする事によって、明示化することができたと言えよう。凸交渉問題

の範囲内で考察したときの 3 つの解の性能格差の特徴とは、明らかに違った性格を有して

いるという判断に対して、おそらく誰も異存はないであろう。 
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5. 経済環境における交渉解の公理的特徴 
前節までの議論では、効率性、衡平性、及び連帯性の 3 つの観点から、伝統的な 3

つの交渉解の性能比較を議論してきた。ところで、効用単位変換に関する不変性の解釈に

関しては、標準的な厚生主義的交渉問題のフレームワークで捉える限り、それは単に人々

の享受する効用水準を測定する単位の違いによって交渉の結果が影響されるべきではない

という、技術的な要請として考えるのが通常であり、そこに特定の規範的基準を読み取る

事は困難である。しかしながら、交渉問題のフレームワークのプリミティブなデータを効

用可能性集合 Sではなく、その背景にある具体的な経済環境 eである場合には、効用単位変

換に関する不変性の公理はロナルド･ドゥウォーキン流の｢資源の平等｣(Equality of 
resources)論(Dworkin (1981a, 2000))の観点からの規範的一基準として解釈する事が可能

になるのである。すなわち、ドゥウォーキン流の｢資源の平等｣論は、熟慮を伴って個人が

判断した上で形成した選好の結果には、社会による制度的な補償は必要ないという意味で

の責任 (responsibility)の原理と、補償(compensation)の原理によって特徴付ける事ができ

る。｢補償の原理｣とは、個人の責任性を問う事が可能な選好等の相違という要因に還元で

きない諸現象に関しては、社会的補償の対象とすべき事を主張する。フロウベイ=マニクエ

(Fleurbaey and Maniquet (1999))は、個人の選好が単に序数的意味合いしか持たないとい

う想定の下での経済的資源配分問題の論脈で、連帯性の原理を｢補償の原理｣と関係付けて

解釈した。他方、交渉問題のように個人の選好が基数的意味合いを持つと想定される下で

の経済的資源配分問題においては、連帯性の原理を｢補償の原理｣の解釈で正当化すると供

に、｢責任の原理｣を効用強度に対する独立性(Independence of utility intensity)公理として

定式化する事が可能である (Yoshihara (2003, 2006))。以下では Yoshihara (2003, 2006)に
依拠しつつ、簡単な生産経済のモデル上で、上記の点について論じる事にしたい。 
 ここで考える経済環境は以下の様なものである。生産技術を全員で共有し、各個

人が労働を提供する事で協同である財を産出する生産経済を考える。この社会で共有され

る生産技術は生産関数 
f : +R → +R  但し、∀ x ∈ +R , )(xf ＝ y  

で表され、この f は連続かつ単調増加な凹関数であるとする。ここで xは総労働供給量を

表している。この社会における個人の全体集合は N である。各個人の共通の消費空間は

[0, ]Z x +≡ ×R であり、各個人 i N∈ の消費ベクトルは一般に ( ),i i iz x y= で表される。ここで

ix は iの労働供給時間を表し、 iy は彼の産出財の消費量を表す。xは全ての個人に共通な労

働時間の上限を表す。この消費空間上で定義される効用関数 :iu Z +→R は前節と同様に、

連続・単調( ix に関して単調非増加、 iy に関して単調非減少)な凹関数であり、かつ

( ) ( )0,0 0, 0i iu u x= = である。そのような効用関数のクラスを (2)U で表す。また、この生産

経済における一つの労働スキルのプロファイルを ( )i i Ns ∈≡s ∈ n
+R で記述する事にする。こ



 20

こで、個人 iの労働スキル is は、効率単位で測った彼の単位時間当たり労働量を意味する。 
かくして、一つの経済環境は ; ; ; ;e N Z f≡ u s として定義され、その許容なクラスをEで表

す事にする。また、前節の議論と同様に、経済環境 e∈Eに対応して効用可能性集合 ( )S e を

導く事が出来る。各集合 ( )S e は非空で、原点0 ∈ n
+R を含む、凸かつ包括的なコンパクト

集合となる。以下では、許容な環境のクラスEに属する全ての生産経済 eにおいて、その対

応する効用可能性集合 ( )S e は強包括的(strictly comprehensive)となるようなものに制約さ

れている、と仮定する。ここで、 ( )S e が強包括的になるとは、その上境界集合 ( )S e∂ が効

率的効用配分の集合と一致する事を意味する。 
 ある経済環境 ; ; ; ;e N Z f≡ ∈u s Eの下での実行可能配分は消費ベクトルの組み合

わせ ( )i i Nz ∈≡z ＝ Niii y,x ∈)( ∈ nZ であって、 ∑
∈Ni

iy ≤ f 





 ∑
∈Ni

ii xs を満たすものである。環

境 eの下での実行可能配分の集合を ( )A e で記す事にする。また、資源配分ルール(allocation 

rule)は対応 : nZϕ →→E であって、これは各経済環境 e∈Eに対して、実行可能配分の非空

部分集合 ( ) ( )e A eϕ ⊆ を割り当てるものである。以下で考察する配分ルールは次のような性

質を持つものとしよう: 
 
本質的一価性 (Essential single-valuedness): 任意の e∈Eにおいて、もし , ( )eϕ′∈z z で

あるならば、 ( ) ( )i i i iu z u z′=  (∀ i ∈ N ). 
 
全対応  (Full correspondence): 任意の e∈E及び任意の , ( )A e′∈z z において、もし

( )eϕ∈z かつ ( ) ( )i i i iu z u z′=  (∀ i ∈ N )であるならば、 ( )eϕ′∈z . 
 
厚生主義 (Welfarism): 任意の ,e e′∈Eにおいて、もし ( ) ( )S e S e′= ならば、そのとき

( ) ( )e eϕ ϕµ µ ′= , 但し ( ) ( ( ( )))i i Ne u eϕµ ϕ ∈≡ . 

 
以上の 3 つの条件を満たすような配分ルールϕ を交渉的配分ルール(bargaining 
allocation rule)と呼ぶ事にする。 
 任意の交渉的配分ルールϕに対して、ある適当な交渉解 : n

coF +Σ →R が存在し

て、任意の e∈Eに関して、 ( )( )( )e F S eϕµ = となるとき、交渉的配分ルールϕは交渉解 F

を生成するという。ナッシュ交渉解を生成する交渉的配分ルールを NAϕ で表し、ナッシ

ュ配分ルール(Nash allocation rule)と呼ぶ。同様に、カライ=スモロディンスキー交渉

解を生成する交渉的配分ルールを KSϕ で表し、カライ=スモロディンスキー配分ルール

(Kalai-Smorodinsky allocation rule)と、また、平等主義交渉解を生成する交渉的配分
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ルールを Eϕ で表し、平等主義的配分ルール(Egalitarian allocation rule)と呼ぶ。以下

ではこれらの交渉的配分ルールの公理的特徴について考察する。 
 交渉的配分ルールの公理体系として、以下のものを考察する: 
 
パレート効率性 (Pareto Efficiency) (PE): 任意の e∈Eにおいて、 ( ) ( )e P eϕ ⊆ . 
 
等しい者の等しい取り扱い(Equal Treatment of Equals) (ETE): 任意の 

; ; ; ;e N Z f= ∈u s Eにおいて、もし i ju u= かつ i js s=  ( ),i j N∀ ∈ ならば、そのとき 

( ( )) ( ( ))i ju e u eϕ ϕ= ( ),i j N∀ ∈ . 

 
スキル単調性 (Skill Monotonicity) (SM): 任意の ; ; ; ; , ; ; ; ;e N Z f e N Z f′ ′= = ∈u s u s E

に関して、もし ′≤s s であるならば、 ( ) ( )e eϕ ϕµ µ ′≤ である。 

 
α-弱スキル単調性 (α-Weak Skill Monotonicity) (α-WSM): 任意の ; ; ; ; ,e N Z f= u s  

; ; ; ;e N Z f′ ′= ∈u s Eに関して、もし ′≤s s でありかつ、任意の ( )eϕ′ ′∈z に関して ( )P e′∈z

であるならば、 ( ) ( )e eϕ ϕµ µ ′≤ である。 

 
β-弱スキル単調性 (β-Weak Skill Monotonicity) (β-WSM): 任意の ; ; ; ; ,e N Z f= u s  

; ; ; ;e N Z f′ ′= ∈u s Eに関して、もし ′≤s s でありかつ、 ( )( ) ( )( )S e S e′=m m であるならば、

( ) ( )e eϕ ϕµ µ ′≤ である。 

 
 以上の公理のうち、明らかにスキル単調性、α-弱スキル単調性、及びβ-弱ス

キル単調性の 3 公理が連帯性原理を表すものである。なぜならば、2 節で論じた連帯性

の公理系はこれらの 3 つの公理を満たす事を確認できるからである。同時に、この３つ

はドゥウォーキン流の｢資源の平等｣論における｢補償の原理｣の精神を反映する公理で

ある。なぜならば、ドゥウォーキン流の｢資源の平等｣論において、人々の労働スキルの

相違は内的資源の格差を意味し、こうした格差に関して個々人の責任性を問う事は出来

ないと判断されるのである。したがって、各個人の労働スキル賦存量が増加もしくは不

変という方向で変化した場合、その変化によって仮に市場的競争の結果において損をす

る人々が出てきたとしても、 終的には何らかの社会的補償によって、全員の効用が以
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前に比べて悪化する事のないような状況にまで再分配が為されるべき事を要請するの

が、スキル単調性の公理系である。 
 次に、効用強度に対する独立性基準を定式化する。任意の効用関数 (2)u∈U に

対して、ある消費空間上の非空部分集合 ( )B u Z⊆ であって、任意の ( ),z z B u′∈ に関して

( ) ( ) uu z u z b′= = となるようなものが必ず一つ存在している。この ( )B u を効用関数 uの

基底消費集合 (base consumption set for u ) と呼ぶ。また、効用関数uの基底消費集

合上の消費ベクトルによって与えられる効用水準 ub を効用関数 uに対応する効用単位

(utility unit)である。すなわち、実数値 ub でもって、効用水準 1 を意味する。このよう

な効用単位がどのようにして定まるかについては、ここでは特定化の議論を行う必要が

ないが、ともかく各個人の効用水準を測定する為の何らかの効用単位が存在するはずで

あり、それは同時に対応する効用関数の基底消費集合を特定化する事を意味する。一般

に、一つの選好順序を表現する効用関数が変化すると、それと供に効用単位もまた変更

されるかもしれないが、そのときには基底消費集合自体は不変である事が予想される。

すなわち、同一の選好順序を表現する任意の二つの効用関数 (2),u u′∈U に関して、

( ) ( )B u B u′= であり、かつ u ub b ′≠ であれば、一つの選好順序の効用関数による表現がu

からu′に変化するに応じて、効用単位も ub から ub ′ に変化したと言明する事ができる。

他方、 ( ) ( )B u B u′≠ である場合には一般に、そのような解釈は出来ないだろう。 
ここで特に、ある正の実数 0λ > に関して u uλ′ = という関係が成立するとしよ

う。このとき ( ) ( )B u B u′= であるにも拘らず、 u ub b ′≠ であるならば、これは一つの選好

順序の効用関数による表現が、単に効用単位の変更によって、uからu′に変化した状況

を意味する。この場合には実際の経済環境上には何らかの変化は生じていないと言える。

他方、 ( ) ( )B u B u′∩ =∅であるにも拘らず、 u ub b ′= である場合は、何を意味するであろ

うか？この場合は、 u ub b ′= である故に効用単位は変更していない。にも拘らず

( ) ( )B u B u′∩ =∅であるという事は、1 単位の効用水準を獲得するのに必要な消費財ベ

クトルが変わったと言う事であり、今、uもu′も同じ選好順序を表現しているのである

から、この事態は 1 単位の効用水準を獲得するのにより多くの消費財が必要になったか

もしくはより少ない消費財で十分になったのかのいずれかを意味する。つまりこの場合

のuからu′に変化した状況は、序数的な選好順序は不変であるが、効用の強度が変化し

た事態を意味しているのである。 
以上の議論より、以下の公理を導入する事が出来る: 

 
効用強度に対する独立性(Independence of utility intensity): 任意の ; ; ; ; ,e N Z f= u s  
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; ; ; ;e N Z f′ ′= ∈u s Eに関して、
′=u ub b でありかつ、もしある n次元正実数値ベクトル

( ) n
i i Na ++∈

= ∈a R が存在して ′⋅ =a u u となるならば、 ( ) ( )e eϕ ϕ ′= . 

 
明らかに、二節で論じた効用単位変換に関する不変性はこの公理を論理的に含意する。し

かし効用単位変換に関する不変性は何らかの規範的基準を表す公理とは解釈されなかった

が、効用強度に対する独立性は明らかに、ドゥウォーキン流の｢資源の平等｣論における｢責

任の原理｣の精神を反映する公理として解釈可能である。効用強度の変化というのは、例え

ば個人が高価な嗜好(expensive taste)(Dworkin (1981))を発展させた場合の現象であり、そ

うした事態に対して、社会は介入的に補償的再分配を実行する必要がないと｢責任の原理｣

は考えるのであるが、 ( ) ( )e eϕ ϕ ′= という要請はまさにそうした精神を表すものであると言

えよう。 
 以上の公理体系を用いて得られた交渉的配分ルールの特徴づけの結果は以下の定

理によって表される: 
 
定理 8 [Yoshihara (2003)]: 平等主義配分ルール Eϕ はパレート効率性, 等しいものへの等

しい取り扱い, 効用単位変換に関する不変性, 及びスキル単調性の全てを同時に満たす唯

一の交渉的配分ルールである。 
 
定理 9 [Yoshihara (2006)]: ナッシュ配分ルール NAϕ はパレート 適性, 等しいものへの等

しい取り扱い, 効用単位変換に関する不変性, 及びα-弱スキル単調性の全てを同時に満た

す唯一の交渉的配分ルールである。 
 
定理 10 [Yoshihara (2006)]:カライ=スモロディンスキー配分ルール KSϕ はパレート 適性, 
等しいものへの等しい取り扱い, 効用単位変換に関する不変性, 及びβ-弱スキル単調性の

全てを同時に満たす唯一の交渉的配分ルールである。 
 

上記の公理的特徴づけの結果は、標準的な交渉問題のフレームワークの下での考

察では見えて来なかった交渉解についての新たな知見を与えてくれる。すなわち、ドゥウ

ォーキン流の｢資源の平等｣論における｢責任の原理｣と｢補償の原理｣の観点からの 3 つの交

渉解の比較考証である。前節までの標準的な交渉問題のフレームワークの下では、我々は

連帯性原理の観点から 3 つの交渉解を比較考証してきたのであり、その場合には平等主義

解が基本的に も優れた性能を持つと理解する事が可能であった。しかし、経済環境にお

ける配分ルールとして交渉解を明示的に再定式して、｢責任の原理｣と｢補償の原理｣の観点

からの 3 つの交渉的配分ルールの比較考証をするや、平等主義配分ルールはむしろ｢補償の
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原理｣に偏り過ぎていて、｢責任の原理｣の精神を反映していないと言う意味で、必ずしも

善の解とは言えない。他方、ナッシュ配分ルールは｢責任の原理｣を満たしつつ、弱められ

た要請とはいえ十分に説得的な｢補償の原理｣に基づく公理をも満たすと言う意味で、ドゥ

ウォーキン流の｢資源の平等｣論の観点からは も望ましい解として理解され得るかもしれ

ないのである。 
 
6. 結びに代えて 

以上、標準的な交渉ゲームの協力解として著名な 3 つの交渉解(ナッシュ解、カラ

イ=スモロディンスキー解、平等主義解)に焦点を絞って、これらの 3 つの解の性能を、分配

的正義の観点からの公理体系によって、比較考証してきた。分配的正義の観点として、本

稿では、いわゆる 小限の衡平性原理としての対称性基準(等しき者の等しき取り扱い)と、

連帯性原理の基準を表す様々な公理を取り上げてきた。また、経済環境における明示的な

資源配分ルールとして交渉解を解釈した場合、いわゆるドゥウォーキン流の｢責任の原理｣

と｢補償の原理｣を定式化した公理体系に基づいて、3 つの解の比較考証を行った。興味深い

点は、3 つの交渉解の主要な性能の違いを特徴付ける公理間の代替的関係は、考察する交渉

問題のクラスに依存して変わりうるという点である。また、伝統的な厚生主義的交渉問題

の枠組みの中で、分配的正義の基準を対称性原理と連帯性原理の二つの観点から考える限

り、平等主義解が も望ましいと言えるかもしれないが、経済環境の下での資源配分ルー

ルとして明示的に考えて、対称性原理と｢責任の原理｣及び｢補償の原理｣の 3 つの観点で分

配的正義を考察するならば、平等主義解は｢責任の原理｣を満たしていないという点で必ず

しもベストではなく、むしろナッシュ解がもっとも望ましいと言えるように思われる。 
以上で考察してきた公理的分析は、しかしながら依然として、解の良し悪しの判

断を、それが人々にもたらす主観的効用の配分の良し悪しの評価に基づいて行うという点

で、広い意味での厚生主義的帰結主義の立場に基づいている。他方、交渉問題の解決の結

果をそれがもたらす個々人の効用水準を情報的基礎として評価するのではなく、むしろそ

れが人々にどれだけの人生選択のための豊富な機会を保証するのかという観点から評価す

る事も十分に理に適っているだろう。そうしたアプローチは、非厚生主義的帰結主義の立

場に基づく交渉解の評価として位置づける事が可能である。そのような研究として、本稿

では紙数の都合上、詳細な紹介は捨象するが、Xu and Yoshihara (2006a)が存在する。 
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英文タイトル: Distributive Justice in Bargaining Problems 
 
要旨(400 字日本語): 
協力的交渉ゲームの解として知られるナッシュ交渉解、カライ=スモロディンスキー交渉解、

平等主義解の性能比較を、分配的正義の基準を体現する公理体系を用いて、分析する。交

渉問題のクラスとして、(1) 凸問題のクラス; (2) 非凸問題のクラス; (3) 生産経済の下での

資源配分問題のクラス、以上 3 つを考える。分配的正義の基準として、ここでは(1) 小限

の衡平性原理としての対称性基準; (2) 連帯性原理の基準; (3) ｢責任と補償の原理｣の基準、

以上３つの分類を考え、それぞれの精神を体現する公理体系を提示した。その上で、交渉

問題のクラス(1)と(2)においては、対称性原理と連帯性原理の観点から、3 つの解の中で

も優れた性能を有するのは、平等主義解であると評価可能である。他方、交渉問題のクラ

ス(3)においては、｢責任と補償の原理｣の観点から、3 つの解の中で も優れた性能を有す

るのは、ナッシュ交渉解であると評価可能である。 
 
要旨(100 語英語): 

We provide a survey on recent studies in axiomatic bargaining theories. As a 
class of bargaining problems, we consider the following three types: (1) a class of convex 
problems; (2) a class of non-convex problems; and (3) a class of economic environments 
in which resource allocation problems are defined. We also propose three categories of 
normative principles: (1) principle of equal treatment; (2) principle of solidarity; and (3) 
principle of responsibility and compensation. Based on these categories, we classify the 
recent axiomatic studies of the three bargaining solutions (the Nash, the 
Kalai-Smorodinsky, and the egalitarian solutions) by Xu and Yoshihara (2006, 2007) as 
well as Yoshihara (2003, 2006). 


